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   Since 1986, the process of socioeconomic reform in Vietnam, called Doi Moi has been 

undertaken in order to reverse the economic deterioration caused by diplomatic isolation 

following the Cambodian conflict; the collapse of Soviet Union; and the capital exodus from 

the south caused by the rapid application of Soviet-style socialism following Vietnam's 

reunification in 1975. 

   In terms of economic polocy, Doi Moi has two characteristics. One is the rapid liber-

alization of the domestic economy. Market-oriented policies concerning land ownership and 

private sector involvement in commerce and industry are being put into place. The other is 
64 openi

zation," or the outward-looking transformation of the economy. This is aimed at 

strengthening linkages with the dynamic economies of the Asian-Pacific region, which have 

achieved their remarkable economic growth rates primarily through a strategy of export-led 

industrialization. Openization has focused on attracting foreign investment . In 1995, Viet-

nam gained admission into ASEAN. 

   Doi Moi has, in my opinion, been responsible for Vietnam's remarkable economic prog-
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ress over the past ten years. In addition to stimulating economic growth and the concom-

itant improvement in people's material standard of living, Doi Moi may very well help to 

maintain the Communist Party's political domination, unlike in the former Soviet Union. 

    However, three major areas of difficulty face Vietnam as Doi Moi enters its next stage 

of evolution.These difficulties may prevent Vietnam from achieving comprehensive reform. 

The first difficulty lies in the widening disparity between the North and the South. Histor-

ically and culturally, the two regions are quite distinct. At present, economic re form is not 

having the same impact in both regions. More than 62% of the total foreign investment in 

Vietnam is concentrated in the South; especially in the vicinities of Ho Chi Minh City and 

Mekong Delta. The widening gap between the North and the South may exacerbate existing 

tensions in the country; leading, possibly,to a disintegration of the society as a whole. 

    The second problem area concerns the entrenched interests of the establishiment. 

Already, resistance to reform in some quarters of the establishiment has hindered further 

transition to a market-oriented economy. A prime example of this is the government's 

hesitation to reorganize over6,000 state enterprises, two-third of which have been operat-

ing in the red as a result of their inefficiency. The Share-Sales Programme, or privatization, 

of medium-size state enterprises is not go well, due to bureaucratic resistance. There is also 

concern that their amalgamation into large-size entities may have negative effects on pri-

vate sector enterpreneurship. The government's conservative attitude in this regard may 

stem from their reluctance to see the end of such enterprises' traditonal role as source of 

revenue, and "absorbers" of the country's labor pool. 

   The third area of concern relates to Vietnam's growing integration into the global eco-

nomy. Vietnam's recent admission into ASEAN will undoubtedly accelerate the process of 

Doi Moi. The development of a free trade area early next century will spur the rate of fore-

ign investment and industrialization. The Vietnamese government will have to cope with 

this new international environment. 

   From the point of view of Vietnam's human resources,there is great potential for de-

velopment. As a result of the recent lifting of the United States' embargo, and the opening 

of diplomatic ties,Vietnam is well-placed to develop its export markets and encourage fore-

ign investment. Much depends, however, on political developments within the country. Even 

after the Eighth Party Congress in 1996, the Communist Party remains heavily influenced 

by conservative, anti-reform elements. 

   All in all, though, Doi Moi has progressed to the point where it can neither be halted 

nor reversed. Vietnam's economic future and its quest to liberate itself from poverty de-

pends upon the willingness and ability of the ruling party to reform itself -and, more im-
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portantly, the will of the Vietnamese people themselves.

は じめ に一 「ドイモ イ」へ の道

20世紀の歴史において,ベ トナムの反植民地 ・民族解放運動が占める位置は巨大である。ベ ト

ナムはフランス,日 本,ア メリカなど,時 々の地域覇権的勢力による軍事的圧力をはねのけ,第

三世界諸国の反植民地運動を鼓舞 し続けてきた。それは資源ナショナリズムのうね りとともに,

1970年 代 にはブレトン=ウ ッズ体制 を事実上の再編成に追い込み,ア メリカの経済的覇権 にピリ

オドを打たせ,多 国籍企業の経済活動 を律束することによって,旧 来の新植民地主義的搾取の余

地を著 しく限定せ しめる成果をも生み出 した。前世紀に成立 した帝国主義的支配秩序 と資本主義

中心(宗 主国)に よる周辺部(植 民地)の 経済搾取(い わゆる 「従属理論的世界経済システム」)

は,ベ トナムに代表 される第三世界の反植民地運動によって大いなる動揺 を見たのであり,そ の

意味でも,ベ トナムの人々が担った世界史的役割はけっして軽視されるべ きではない。

しかし,1975年 の解放戦争の勝利=全 土統一以降のベ トナムの国家再建策は失敗の連続であっ

た。旧ソ連モデルの社会主義国家建設 をあせるあまりの早急 な農業集団化や企業の公有化 は,戦

争に疲弊 した民衆の勤労意欲を萎えさせ,旧 南ベ トナムを中心とした華僑 ・華人系資本や 「ボー

ト・ピープル」 と呼ばれる技能労働力の大量国外逃避現象 を生み出して,ベ トナムは貴重 な経営

資源を失ったばかりではなく,カ ンボジア進攻 とそれに続 く中国 との紛争によって先進諸国や周

辺諸国との関係修復の道を断たれ,海 外資本や国際市場から隔離されてしまった。旧ソ連 ・東欧

での社会主義体制の動揺 とコメコン経済の不振,お よびバーター決済からハー ド・カレンシー決

済への移行はベ トナムの外貨危機 を一段 と深刻なもの とし,生 産性の停滞ともあいまって経済を

破局の淵に追 い込んだ。か くして,「貧困か らの解放」は新生国家 ・統一ベ トナムにとって,未

解決な課題 として残 されたたままであった。

経済危機か らの脱出のヒン トは,成 長を続ける周辺アジア地域の経済パーフォマ ンスにあった。

そこには強力な政策的イニシアティブの下に,製 造業製品の国際市場参入による外貨獲得 と国内

投資の活性化 を目指 し,「輸出指向工業化」 と呼ばれ る成長路線 を採る新興工業経済群(NIES),

国際的構造調整を追い風 として対外規制緩和 を推進 し,外 資導入による成長政策を成功裡 に進め

つつあるタイ,マ レーシアなどの東南アジア諸国連合(ASEAN)諸 国,そ して共産党のヘゲモニ

ーを維持 しつつも 「社会主義市場経済」の名の下に市場経済化への道 を急速に進みつつあった中

国など,ベ トナムには幾つかの先行的モデルが提示 されていた。それらに共通するのは保護主義

的通商政策や 自給的 ・閉鎖的産業関連 システムか ら脱皮 し,外 資導入をテコとする比較優位製造

業の高度化と国際市場への参入 を指向 し,環 太平洋経済へのリンケージを積極的に希求する外向

型経済への産業政策転換努力であった。いずれにせ よ,ユ991年 末のソ連崩壊 と社会主義圏の解体

による援助の実質的消滅以後(*1),ベ トナムが経済破綻か ら逃れる術は経済システム全般の外向

化 と,「成長センター」環太平洋地域へのインテグレーション以外には無かった。後に 「ドイモ

イ」(刷 新)と 総称される一連の政策転換は,そ のような背景の下で展開され,ベ トナム社会全

体を大 きく変容 させることになったのである。(*2)

1993年 のカンボジア和平の実現 と統一政府の成立は,ベ トナムを取 り巻 く国際環境が好転する

一大転機 となった。翌94年 の米国の対越エンバゴー解除と95年 の国交樹立,お よび同年7月 に実

一23一



現 したASEANへ の加盟は,ベ トナム経済の環太平洋経済へのアクセス とインテグレーションを

いっそう強め,約10年 を経 た ドイモイの不可逆性 を決定的なもの とした。しか し,ド イモイがも

たらした構造調整 とそれに梓 う社会全般の改革への道はこれまでも必ず しも平坦なものではなか

ったし,対 外経済 リンケージの進展はそれまで潜在 していた社会的諸矛盾 を顕在化 させるモーメ

ン トともな りうるものである。例えば,こ れまでベ トナムでは市場経済化のテンポや内実には地

域ごとで大 きな落差が見 られた。対先進諸国 との関係修復やASEAN加 盟に伴 う外資進出の地域

的密度差は,歴 史的 ・文化的にも多様性 を持つベ トナム各地域の 「ドイモイ受容力」の差異をい

っそう際立たせ,生 産性格差のいっそうの拡大をもたらす危 うさをも併せ持っている。また解放

戦争勝利の栄誉 を担い,社 会を一元的に支配 して きた共産党ヘゲモニーの存在は,官 僚的腐敗 ・

汚職の蔓延 とともに,既 得権 に取 り巻かれてきた国有企業などの経済主体の抜本的改革を滞 らせ

る元凶へ と転化 しつつあ り,ド イモイの継続に大 きな壁として立ち塞がっている。

拙稿は,過 去10年 にわたる ドイモイの経済実績 と展開にみる諸特徴の分析をふまえ,そ の継続

的発展への課題 を考察することを通 じて,ベ トナムの 「新たなる解放闘争」への展望を試みるも

のである。

1.ド イモイ ・ベ トナムの経済成長プロセスと方向性

1986年 の第6回 共産党大会以後本格化 した ドイモイ政策は,こ の間約10年 を経過 した。これま

でに行 なわれた諸改革は所有制や対外政策など,社 会主義国家ベ トナムの根幹に関わる部分にも

及んでお り,ま さに 「劇的変化」 と呼ぶにふ さわしい ものではあった。

1986年 から今日までの経済発展の状況は,表1か ら一定 うかがい知る事が出来 よう。すなわち,

ドイモイの開始か ら同路線の確立 を見た第7回 共産党大会(1991年)ま での年平均経済成長率は

4.8%に 留 まったのに対 して,翌92年 以降は8～9%台 の成長が続 き,一 人当た りの所得増加にも

表1.ド イモ イ以降 のベ トナ ムの 主要経 済 指標(1986～)

年 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

実質経済成長率(%) 3.4 3.9 5.1 7.8 2.3 6.0 8.6 8.1 8.8 9。5 9.5 ※9.5

GDP/人(ド ル) 138 144 90 128 97 87 161 178 213 274 317 一

工業成長率(%) 4.5 11.4 2。3
一4

.6 2.6 9.0 14.0 13.1 14。0 13.9 13.3 ※13.3

農業成長牽(%) 1.4 一3 .4 4.0 6.9 一1
.2 2.2 7.1 3.8 3.9 4.7 4.5 ※4.5

国内総固定資本形成率

(/GDP・%)

10.6 10.0 14.4 11。0 12.6 15.0 17。6 20.5 26.0 27.5 30.1 ※31.0

直接投資受入額

(US百 万$)

一 一 147.3 363.6 512.3 1146.7 1926.1 2615.4 3721.7 6524.2 8400.0 一

注:※ は ア ジ ア 開 発 銀 行 予 測 値 。1986～87年 の 工 業 成 長 率 に は 鉱 業 ・エ ネ ル ギ ー 部 門 の 増 加 額 も 含 ま.

れ て い る。 直 接 投 資 受 け 入 れ 額 は 認 可 べ 一 ス 。

(出 所)ア ジ ア 開 発 銀 行,KeyIndicatorsl995,AslanDevelopmentOutlook,1994～98,VietnamStatis.

ticalPublishingHouse,ImpetusandPresentSituationofVietnamSocietyandEconomyAfterTen

YearsofDoiMoi,Hanoi,1996お よ び経 企 庁 『ア ジ ア 経 済1997』,よ り作 成 。
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顕著なテンポアップが見られる。1992年 以降の安定的高成長は,前 年からの製造業の成長が寄与

するところが大 きい。1995年 の工業生産品 目別に見た生産額では,石 油燃料関連製品(全 体の

16.2%)を 除いては食料加工品(27.7%),繊 維製品(9.1%)な どの労働集約的軽工業製品が多

くを占めていた。(*3)言 うまでもな く,ベ トナムのような後発途上国においてリソースバランス

を埋め合わせ,資 本供給面で重要な役割を果たすのが外資である。後述するように,1987年 の新

外資法制定以来の規制緩和措置の進展や92年 憲法での 「多様な所有形態」承認によって,外 資の

進出は90年 代 に入 り拡大基調にある。1988年 に1.5億 ドルに過 ぎなかった直接投資額 は,投 資環

境の好転が確定的 となった92年 には約13倍(19.3億 ドル),さ らに95年 には65億 ドル台に達 して

いる。(数 値は認可ベース。)そ してそれと並行する形で国内総固定資本形成率が上昇に転 じる傾

向が鮮明 となって きたことは注目して良い。それは,規 制緩和 に伴 う外資の進出が経営資源の移

転 を積極化 し,そ れが国内の設備投資熱 を刺激することで労働集約的製造業の拡大を促す という,

1980年 代後半期 におけるタイ,マ レーシアな どの経済発展 プロセスを,ド イモイ ・ベ トナムもま

た基本的に踏襲 して きたことを物語っているか らである。(*4)

もっとも,現 時点でベ トナムが労働集約的製造業g)輸 出産業化に充分に成功 しているか どうか

は疑問が残るところである。というの も,ド イモイ開始以来ベ トナムの商品輸出は顕著な増加 を

見ているものの,そ の大宗は依然として石油燃料,農 産物が占めてお り,賦 存資源条件か ら国際

的比較優位 を占め得る軽工業製品の輸出割合はさほど高 くはない。(表2参 照)ま た,工 業化初

期に必要な資本財 ・中間財の輸入も原材料輸入の割合に対 して相対的に小さく,工 業化のテンポ

は緩慢 と言わ ざるを得ない。(表3参 照)輸 出工業化率(*5)が30%前 後のレベルにあることから

して も,NIESやASEANの 高度経済成長諸国に比べて,ベ トナムの 「輸出指向工業化」は未 だ充

分なダイナ ミズムを備えてはいないのである。それはベ トナムの工業離陸がまだ始 まったばか り

であると捉 えることも可能だが,そ れを阻む要因が依然 として払拭 されていないことがより根本

的な原因であろう。外資合弁や資金調達に関する不便性,公 有企業の不効率性,政 府 による貿易

統制などがそれであ り,我 々はこれらの問題 を後に検討することとする。

ところで中国の改革開放政策 と同様 に,ド イモイ政策のキーワー ドは 厂市場経済化」 と 「対外

開放」である。前者 に関 しては第6回 共産党大会において,計 画経済期の重工業か ら農業,消 費

財生産への優先順位の変更,非 国営 ・公営セクターの拡大 と有効活用が確認され,市 場メカニズ

ム拡大の方向性が正式に承認された。 ドイモイにおける市場経済化は,以 下のような方向性 を持

っていた。

(1)漸進的所有制度改革

市場メカニズムの基礎 を成す所有制のあ り方は,社 会主義国家ベ トナムにとって頭の痛い問題

である。資産の全人民的所有,国 家の統一的管理は社会主義の根幹であ り,ベ トナム共産党の一

元的社会統治の合法的基礎 を成す ものだからである。 しか し,農 業の集団化や企業の国公有化が

個別労働者への生産刺激 に乏 しいばかりでなく,旧 社会主義国家においては特に農 ・工業部門間

の鋏状価格差 を通 じて農業セクターから工業セクターへの開発原資移転をもたらす装置 として機

能 して きた(*6)こ とから,農 業生産の不振に起因する労働生産性の全般的停滞状況は,旧 社会主

義諸国の一般的傾向 として定着 してきた。そ して,こ の傾向はベ トナムにおいても,急 速な社会

主義建設を唄った第4回 共産党大会(1976年)以 降の生産手段公有化政策の過程で顕在化 してき

た問題でもあった。 これを打開するための ドイモイの政策転換は,社 会主義的原則一生産手段の
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表2.ド イモ イ ・ベ トナ ムの輸 出構造 変化(1986-95年,カ ッコ内 は輸 出比 率 ・%)

年 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

輸 出増 加率(fob・%) 12.8 8.2 21.6 27.1 31.1 18.O 21.2 15.2 26.3 35.0

輸 出 額(US百 万$) 789 854 1038 1946 2404 2087 2581 2985 4054 5471

うち 重工業製品・石油鉱物 63

(8.0)

45

(5.3)

67

(6.4)

336

(17.3)

617

(25.7)

697

(33.4)

955

(37.0)

1014

(34。0)

1157

(28.5)

一

軽工業製品 228

(28.8)

265

(31.0)

384

(37.0)

584

(30.0)

636

(26.4)

300

(14.4)

350

(13.5)

527

(17.6)

831

(20.5)

一

農産物 319

(40.4)

356

(41.7)

349

(33.6)

707

(36.3)

783

(32.6)

628

(30.1)

828

(32.1)

920

(30.8)

1253

(30.9)

一

木材お よびその

加工品

72

(9.1)

54

(6.4)

59

(5.7)

111

(5.7)

127

(5.3)

176

(8.4)

141

(5.5)

98

(3.3)

101

(2.5)

『

水産物 106

(13.4)

132

(15.5)

178

(17.1)

206

(10.6)

239

(9.9)

285

(13.7)

308

(11.9)

427

(14.3)

551

(13.6)

一

(出所)前 表掲 載資 料

表3.ド イモ イ ・ベ トナ ムの輸 入構造 変化(1986-95年,カ ッ コ内 は輸入比 率 ・%)

年 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

輸 入 増 加率(cif・%) 16.0 13,9 12.3 一6
.9 6。1 18。8 20.4 38.4 28.4 121.7

輸 入 額(US百 万$) 2155 2455 2757 2566 2752 2338 2540 3924 5226 11586

うち 資本財 中間財完成品 426

(19.8)

576

(23.5)

576

(20.9)

510

(19.9)

439

(16.0)

319

(13.6)

175

(6.9)

288

(7.3)

262

(5.0)

一

資本財・中間財部品 323

(15。0)

323

(13.2)

383

(13.9)

351

(13.7)

314

(11.4)

191

(8.2)

372

(14.6)

635

(16.2)

1223

(23.4)

一

燃料 ・原材料 lll8

(51.9)

1206

(49.1)

1377

(49.9)

1377

(53.7)

1590

(57.8)

1504

(64.3)
↓573

(61.9)

2389

(60.9)

2736

(52.3)

一

消費財 288

(13.4)

351

(14.3)

421

(15.3)

328

(12.8)

410

(14.9)

325

(13.9)

421

(16.6)

613

(15.6)

1004

(19.2)

一

(出所)前 表 掲載 資料

表4.ド イモイ ・ベ トナ ムの米 生産量 お よび 輸 出量(1986-95年)(単 位 万 トン) .

年 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

米 収 穫

米 輸 出

旦里

旦
里

1587

13.2

1600

12.0

1510

9.1

1700

142.0

1900

162.4

1962

103.3

2159

194.6

2284

172.2

2353

198.3

2493

178.0

※ 注:1995年 輸 出 量 は 上 半 期 分 。

(出 所)VietnamStatisticalPublishingHouse,ImpetusandPresentSituationofVietnamSocietyandEco一

nolnyAfterTenYearsofDoiMoi,Hanoi,1996お よ びFareasternEconomicReview,September

21,1995よ り作 成 。
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公有化一を堅持 しつつ も〃漸進的アプローチ クによって私的生産許容の範囲を拡大 してゆ く,と

いうものだった。すなわち,市 場経済化の基礎 を成す所有制の改革は,全 人民所有と国家管理原

則 を建て前 としつつ も,1992年 憲法(い わゆる 「ドイモイ憲法」)に おいて 「多様な生産経営形

態 を備えた多セクター商品経済」(第15条),具 体的には 「国家セクター(公 営),集 団セクター

(協同組合),私 的個人セクター(個 人 ・家族経営),私 的資本主義セクター(株 式 ・合資会社),

国家資本主義セクター(国 家資本+外 資を含む民間との合弁)」(第16条)の 複数セクター承認 に

よって一応集大成された。(*7)ま た,そ の中で最も重要 と思 われる土地制度については,1988年

の農業個人請負制導入以来の土地の実質的個入分配 をふまえて,土 地使用権(≠ 所有権)の 他者

への委託,移 転の容認(1992年 憲法)か ら,1993年 公布の土地法においては長期使用 に対する賃

貸形式の導入,使 用権の交換,譲 渡,相 続,抵 当化が可能となった。さらに,商 工業用地につい

ては1995年 の政令によって,使 用形態が賃貸に一元化 され,最 高50年 間(政 府特別承認 によって

は最長70年 まで延長可)の 継続的使用が認められるに至っている。(*8)

(2)「農村」か ら 「都市」へ

1988年 の農業請負制開始は 「個人」 を経営主体とする生産システム移行への重要な転換点 とな

るものだった。これにより旧制度の下で農業生産 を担ってきた農業合作社(farmco。operative)は

事実上解体 し(*9),各 農家は市場価格での販売が可能となったばか りでな く,経 験 ・資金力ある

農家への入札請負による土地集中と経営効率の改善を通 じて,コ ス トダウンと増産態勢が整 った。

それは食料生産へのインセンティブともなり,1988年 には米の純輸入国であったベ トナムは生産

と輸出を急速に拡大 させるに至った。ちなみに1995年 上半期の米輸出量は世界第3位 である。

(表4参 照)農 業生産の拡大は価格 自由化 と自由市場拡大への端緒 となるものであった。す なわ

ち供給力の拡大を背景 として,1980年 代 には年平均191%に も達 したベ トナムの消費者物価上昇

は91～92年 には67%強,93～95年 には5～17%台 へ と収束 し,市 場経済の導入に伴 うハイパーイ

ンフレのリスクを回避 したのみならず(*lo),現 在商品輸出の主役 を果た している食品加工業の

振興 を促すなど,軽 工業 とのリンケージを強める方向にも作用 したからである。その意味で,ド

イモイの始動段階での成果は農村経済改革が主導 したものであったと言えよう。

(3)「南」から 「北」へ

人文的にも歴史的にも,ベ トナムは南北でその様相を異にしている。とりわけ近現代史におけ

る〃資本主義的経験 クの差異は,市 場経済に対する順応力の差に直結する。今 日では良 く知 られ

ていることだが,ド イモイがグエン ・バ ン・リン(元 書記長),ボ ー ・バン ・キエ ット(前 首相)

らの,い わゆる 「南部改革派」の主導によって進められたこと,ま た1979年 の第4期 党中央委員

会第6回 総会での 厂新経済政策」承認以来,ホ ーチ ミン市での個人経営や自由市場の限定的承認,

出来高払い制の導入,80年 のロンアン省における配給制度廃止など,そ の先行的実験が南部諸省

で試みられて きたことは,ド イモイにおける南部の先駆性を物語るものである。(*11)旧 ソ連 ・

東欧での市場経済改革(い わゆる 〃ビッグ ・バン改革 〃)の 経験からしても,価 格自由化の衝撃

を和 らげ,ハ イパー ・インフレを回避する手立ては潤沢な消費物資の供給以外 には無い。開放性

豊かな人間気質や資本主義旧南ベ トナム時代 という時空間の存在は言 うまでもないが,お よそ ド

イモイの先駆的な試みが南部で可能であった最大の理由は,「豊穣のメコン」と言われる南部地
く

域生産性の相対的高 さである。一例 として表5に はベ トナム各地方の農業労働生産性を米換算で
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示 しているが,特 に南部メコンデルタの高 さは歴然 としている。(*12)価 格 自由化への調整段階

での米など主要農産物の全国統一価格販売は,こ うした農業生産力を背景 として初めて可能だっ

たし,そ れに対応する流通 ・加工部門の私的経営 もまたホーチ ミン市 を中核 とした南部諸省を中

心 として拡大 していったのである。

要するに,ド イモイには市場メカニズム適応に南

北での時期差があ り,そ の拡大方向性の管理 こそが

共産党 には重要な課題であった。ベ トナム国家は地

図上で 「鎌」 の形 に似ている。た とえて言 えば,
「鎌」の握 り部分にあたるのが北部

,刃 にあたるの

が南部である。初期段階での ドイモイへの試行は,

「鋼鉄の拳」(集 権的社会主義)と 「見 え ざる手」

(市場経済)と の混合,す なわちハノイとい う〃力

点 〃からメコンデルタ,ホ ーチミンという 〃作用点

クへの働 きかけを維持することによって初めて可能

だったのであ り,こ の微妙な地域力学に従って市場

経済化の継続が図られて きたことは,ド イモイ展開

の過程で顕在化 してきた地域的経済発展インバラン

スを考慮する上で,充 分に銘記 されるべ き点であろ

う。

2.「 対外開放」 と外資進 出の構造

ドイ モ イ に関 す る い ま一 つ の キ ー ワ ー ドが 「対 外

表5.ベ トナム の地 域別 農業 労働 生産性 ※

(米換 算 ・Kg)

年 198519901995

旧北 ベ トナ ム

北部山岳地帯

紅河デルタ

中北部

251.2230.0238.3

255.3294.5355.2

228.8226.0254.5

旧南 ベ トナ ム

中南部

中央高地

南東部

メコンデルタ

303.7274.0258.4

290.1223.7212.2

153.3160.5144.9

512.4658.2808.8

全国平均 304.0324.4372.8

注:農 業労働生産性≒農業生産量/農 村部

労働人口として算出

(出所)前表掲載資料

開放」,す なわち外国資本の導入 と対外貿易の振興を通 じた経済システム全体の外向化努力であ

る。 とりわけ前者は,発 展途上諸国にあっては開発原資の不足を埋め合わせるだけでなく,先 進

技術や経営資源の移転媒体 として極めて重要な経済主体であ り,輸 出競争力 を生み出す根源 とも

なるものである。1987年 に成立 したベ トナム外資法(LawonForeignInvestmentinVietnam)は,

住民税の減免,外 貨送金の保証,輸 出 ・雇用創造 ・外貨獲得 ・高度技術移転 ・国内資源利用型 プ

ロジェク、トへの優i遇税制の他 に,現 地企業合弁への外資出資比率の99%上 限,100%外 資企業設

立の許可など,他 のアジア諸国に比較 しても積極的な内容を含んでいた。ベ トナムは同法にもと

づ き技術移転,金 融,労 働,土 地貸与,所 得税 など分野で90以 上の関連法の改革にも着手 したう

え,91年 には輸出加工区法令(StatuteonExportPocessingZones)を 制定,台 湾のEPZや 中国の経

済特区に準 じた輸出専用生産地区の設定 と優遇税制の適用に踏み切 った。(1996年 現在,ベ トナ

ムのEPZは ホーチ ミン市 に2カ 所,カ ン トー,ダ ナン,ハ イフォン等に計10カ 所。外資の投資総

額は約2億 ドルに及ぶ。(*13))ま た1992年 には先の外資法を改正 し,外 資への優i遇税制促進,

合弁期間の延長(最 長を20年 か ら50年へ,さ らに必要に応 じて70年 まで延長)と ともに,従 来 ま

で公営企業が独 占するところであった大規模投資案件での外資との合弁相手を私企業 にまで拡大

した。

こうした優遇措置 と規制緩和や米国の対越エンバゴー解除に対応 して,労 働 コス ト上昇に直面

した周辺アジア諸国の製造業や,先 進諸国のホテル ・観光産業,お よびエネルギー関連産業など

の外資がベ トナムに流入 してきた。1990年 に約5億 ドルであった直接投資受入額(認 可ベース)
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は翌91年 には11.5億 ドルへ と倍増,以 来堅調 な増加を見せるに至った。(表1参 照)1996年7月

現在の直接投資受入累計 は1491件,認 可ベースで約210億 ドル,実 行ベースで約90億 ドルである。

ベ トナム政府は1991年 の第7回 共産党大会で西暦2000年 までに一人当たりのGDPを 倍増するため

に必要な外資を今後8年 間で400億 ドルと設定 し,う ち直接投資を120～130億 ドル必要 としてい

るが,こ のハー ドルのクリアーは微妙 な情勢 にある。(*14)

対越直接投資累計額中の国別内訳および業種別内訳は表6に 見るとお りである。国別投資で目

を引 くのはアジアNIES諸 国の比重の大 きさであろう。たとえば台湾 ・香港資本はすでに ドイモ

イ開始直後の1987,88年 頃より対越投資を増加 させてお り,1992年 末で台湾か らの投資案件は約

70件,認 可ベースで約11億 ドル,香 港からのそれは約4.8億 ドルに達 レている。その主たる投資

分野は縫製,食 品加工業 などの労働集約的製造業であ り,NIES企 業(そ の多 くは中小規模)に

とって,ベ トナムが早 くから他の東南アジア諸国に代わる新生産拠点 として位置づけられている

ことを物語る。(*15)ま た韓 国の大宇財閥は最大の単独インベスターで,家 電製品,電 気機器を

中心に,2000年 までに北部 を中心 として20億 ドル以上の投資を目論んでいる。(*16)注 目される

のは,こ うした資本インフローが ドイモイ開始前後の,か つてボー ト・ピープルとして海外 に移

住 した在外ベ トナム人や東 ・東南アジア地域の華僑華人資本 ビジネスに連動 していたことである。

前者は海外送金の主体であるとともに,ベ トナムが対外的に孤立 していた1980年 代前半期から投

資主体として極めて重要な役割 を果たしてお り,1990年 にはホーチ ミン市では海産物や農産物加

工 を中心に約60社 が操業許可 を与 えられ,そ の輸出総額は1900万 ドルに達 した。もっとも彼 らの

投資規模は限定的であ り,そ の額 も短期に減少 している。すなわち,国 家協力投資委員会によれ

表6.ベ トナムへの直接投資額累計国別内訳(A)お よび業種別内訳(B)

(A)国 別内訳(B)業 種別内訳

(～1996.7)

投 資 国 件数 額(認可ベース・US百万$) 業 種 件数 額(認可ベース・US百万$)

1 台 湾 256 4,000 1 製造業 882 10,000

2 日 本 154 2,400 2 ホテル観光業 253 7,000

3 香 港 185 2,300 3 石油 ・ガス 23 1,200

4 韓 国 160 2,000 4 輸送通信 51 1,100

5 シ ンガポ ール 133 2,000 5 工業団地内投資 10 624

6 ア メ リカ 59 1,200 6 農業 ・木材業 50 384

7 マ レー シ ア 48 926 7 金融信託 19 265

8 バ ー ジ ン諸 島(英) 38 718 8 EPZ向 け投資 60 203

9 フ ランス 75 655 9 一般サ ー ビス業
70 109

10 オ ー ス トラ リ ア 48 620 10 宅地開発事業 29 90

11 スイス 15 595 ll 漁 業 22 60

12 タ イ 61 542
そ の 他 22 143

13 イギ リス 18 477

14 オラ ンダ 27 439 総 計 L491 21,000

15 ス ウエ ー デ ン 8 375 ベ トナム国家協力投資委員会発表値

そ の他(バ ハ マ,イ ン ド 206 1,753 (出 所)VietnamEconomicAssociation,Vietnam

ネシ ア,フ ィ リ ピン等) EconomicTimes,No。28,August1996,HoChi

総 計 1,491 21,000
MinhCity
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ば,1988～90年 の在外ベ トナム人投資 は3800万 ドルであったのに対 して,国 際的投資熱が高まっ

た1991～92年 のそれはわずかに83.5万 ドルに激減 した。(*17)し か し,彼 らのビジネスの定着が

海外投資家達に心理的安堵感を与え,新 たな投資 を喚起 した事実は無視できない。

彼 らに続いて対越投資に動いたのが周辺地域の華僑華人資本である。その投資中心は,南 部の

中国系住民 との中小規模の共同事業であった。 もともと,1975年 のサイゴン解放以前の南部経済

に占める在越華人系資本の比重は圧倒的なものがあった。1974年 の旧南ベ トナム地域の華人系資

本は全体の16%を 占め,合 弁事業を含む資本では南部工業の約80%,金 融の約50%,商 業ビジネ

スの25～80%(業 種 により異なる)を 支配 していた,と 言われている。(*18)統 一後 の 「社会主

義への移行措置」に伴って,旧 チ ョロン地区(現 ホーチ ミン市ll区)を 中心 にした南部の華人系

資本の私的経営は1978年 にいったん幕 を閉 じることになったが,ド イモイ開始にともなってその

生産活動は再開された。ホーチ ミン市では1988年 か ら92年 にかけて操業 を許可された420社 の私

営製造企業中,実 に200社 が華人系資本の手で運営 され,少 数 とはいえ今日では雇用500～1000人

の大企業 も彼 らの中から生まれつつある。また金融業についても,1992年 に外国銀行の支店開設

と連動する形で民間商業銀行設立が認められたお り,華 人系銀行が旧チ ョロン地区に開業するに

至った。(*19)ハ ノイの東南アジア研究所員 トラン ・カーン氏によれば,ホ ーチ ミン市で10%の

人口を占めるに過ぎない彼 らの経済力は同市製造業中小企業の3分 の2,個 人商店の3分 の1に

及んでお り,ド イモ イの展開にしたがって彼 らが急速に 〃復権 〃していることが分かる。(*20)

より肝心なことは,彼 らの少なくとも3分 の2が 海外 に親類 を持 ってお り,尸特有の濃密な人間関

係を背景 として海外資金 を吸引 した点である。1987年 外資法制定から92年末 までの5年 間にベ ト

ナムでは556の 投資案件,総 額で約46億 ドルの投資が認可 されたが,案 件中の75%,総 額では

80%は 南部,特 にホーチミン市 とブンタウに集中していた。 うち台湾,香 港,シ ンガポール,イ

ンドネシアの華僑華人からの投資が占めた割合は約60%に 達 してお り,短 期利益回収,中 小企業

中心 という彼 ら特有の投資パターンを物語るように,投 資規模 も100万 ドル以下のものが多かっ

た。(*21)ベ トナムの急激かつ不規則な政策転換への警戒感や,依 然払拭 されない官僚主義への

安全策としても,台 湾,香 港などの中小資本にとって,在 越華僑華人との提携は充分な合理性 を

持 っていたのである。東 ・東南アジア地域の華僑華人資本は彼 らをヒンジとすることで,ベ トナ

ムへの参入を本格化 したと言えよう。

そ して米越国交樹立 とASEAN加 盟を見た現在,対 越直接投資は 〃第三の波 〃を迎えつつある。

すなわち,国 際的な構造調整 と環太平洋経済連携の深化 を背景 として,NIESの 一部の大企業や

日米などの先進諸国資本がベ トナムに注 目し,資 源探査,自 動車などの大規模投資や電子産業な

どのハイテク部品製造分野についての投資が拡大する基調にあるのが現段階である。 ドイモイ開

始以来10年,ベ トナムにとって 「成長セ ンター」たる環太平洋経済のダイナミクスを取 り入れ,

比較優i位産業を高度化 しうる外的環境は今 ようや く整いつつあると言えるが,問 題は法制や官僚

主義の所在 など,有 利 な国際環境 を充分に活用することを阻んでいる要因を除去 し,国 内投資環

境を短期で整備 し得るか否かである。それは極めて大 きな課題 として,ド イモイの成否を今後 も

律束 し続けてゆ くと思われる。

3.ド イモ イの課題(1)一 新 「南北 問題 」 へ の対 処

ベ トナムの ドイモイ政策はこの10年 にマクロ経済レベルでは農 ・工業部門の生産回復や所得水
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準の上昇をもたらすなど,大 きな成果を収めてきた。 しかし,こ の間の急速な経済発展 とそれに

ともなう社会変動 は新たな難問を生み出し,共 産党政府に対処 を迫っている。10年 という節 目を

迎え,ド イモイは 〃胸突 き八丁 〃とも言 うべ き段階へ入っている。

第一の課題は,経 済発展に伴 う都市 ・農村 問,地 域間格差の拡大である。経済発展 と所得格差

に関する経験則(い わゆる 「クズネッッの逆U字 説」)に よれば,経 済発展の初期段階において

は所得格差が増大することが一般的に知 られている。「社会主義国」ベ トナムでは明示 された統

計こそ無い ものの,都 市 ・農村問の所得が中期的には拡大 してゆく趨勢にあることは同様のプロ

セスを辿った中国の事例からも推察できる し(*22),実 際 に職を求めてハノイ,ホ ーチ ミン市へ

の流入人口が増加 している事実がそれを間接的に物語 っている。(*23)し か しベ トナムの場合 よ

り厄介な事 は,ド イモイの進行がそうした部門間格差 とオーバーラップする形で南北間の地域格

差を拡大 させ,旧 来からあった両者の差異をよりいっそう際立たせることでベ トナム国家の紐帯

を弱め,こ の国の政治的緊張を高める危険性 と隣iり合わせとなっていることである。

良く知 られた事実だが,も ともと人文的にも歴史的にもベ トナムの南北では異質な要素が多い。

南北 に長いベ トナムは多様 な自然環境 を持 ちあわせている。冬期に北西風に晒される北部では

家々は一般 に煉瓦で作 られ,竹 垣によって囲 まれる。その景観はいかにも閉鎖的で,内 外区分が

明確な保守的気風を連想 させる。一方,年 間を通 じて温暖なメコンデルタ地域では縦横に走る小

水路に村々が分散 し,木:造,藁 葺屋根で垣根の無い家々が並ぶのが一般的である。それは 〃境 〃

を持たない南部の鷹揚 とした,自 由闊達な気風 を創造させるのに充分な景観である。また歴史的

に見ても,「北」は中国の侵略か らの対抗によってアイデンティティーを形成 し,そ の過程で受

容した儒教 ・大乗仏教的伝統のもとで文化 を育んできた。近代以前のベ トナム国家(大 越国)を

担 ったのは中華文明下の知的エリー ト達であ り,自 らを 「小中華」,す なわち中華文明の外延的

存在 として意識化 した。そうした伝統が醸成 したのは自律的 ・閉鎖的かつ規律 に従順で,保 守的

な人間気質であ り,し ばしば 「南」の人々か ら〃怜悧 〃で 〃抜 目無い 〃と揶揄 されるゆえんのも

のである。(*24L方,「 南」の人間気質はメコンデルタへの南進がもたらしたものと言えるかも

知れない。豊穣の土地 とチャム,ク メールという海洋文化の併呑 によって,「 南」には開放性豊

かな風土が形成 されるとともに,イ ン ド・ヒンドウー的文化の受容が儒教的拘束力を弱め,「 東

南アジアの一部」 としてのアイデンティティー形成 を可能 とした。権力に怯えるふ りをしながら

もそれを超然 と無視する〃したたかさ〃,〃 おお らかさ〃といった特有の南部気質は,そ うした

伝統の上 に成 り立っている。ベ トナム民族(キ ン族)が メコンデルタからカンボジア人を放逐 し

たのは18世 紀末のことである。その後,100年 を経ず してフランスが入って くる。フランスは

「南」の豊か さに着 目し
,コ ーチシナを直轄植民地 とする一方で,ア ンナン(中 部)を 保護国,

ハノイ ・ハイフォンを除 く地力貧 しい トンキン(北 部)を 「アンナンに付属する保護領」 とする

分割統治を実施 した。(*25)ベ トナム南北 における国際資本主義へのアクセス度の差,し たがっ

て市場経済の 〃経験 〃差異は,基 本的にはこの時か らのものと言えよう。そ して南北の運命 を決

定的に分けた東西冷戦下の独立運動 と,ジ ュネーブ協定以後の分断状況…。こうして振 り返 ると,

我々はベ トナム国家が 厂統一の経験」を もったのはごく短期でしかない事に思い至る。(*26)要

するに,様 々な観点から見て,ベ トナムにおける南北の相違は我々が想像する以上に大 きなもの

なのである。

重要なことは,こ うした人文的 ・歴史的差異が生み出した地域間の景観やメンタリティー差が,

ドイモイの展開過程で,統 一ベ トナムにとっての遠心力 として作用 しかねない点である。こうし
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た危 惧 の 前 提 を なす もの が,南 北 間 にあ る生 産 力,集 積 資 本 量,賦 存 経 営 資 源 の 差 異 で あ る 。 ま

ず 生 産 力 格 差 。 表7は1995年 の南 北 各 地 方 の農 業 生 産 額 と工 業 生 産 額 合 計 額 か ら,労 働 生 産 性 格

差 を推 測 した も の で あ る。(た だ し部 門別 労 働 人 口 の 地 域 別 分 布 に関 す る デ ー タ不 足 の た め,同

表 で の 一 人 当 た り生 産額 は 単 純 に各 地 域 人 口 で 除 した 値 一 近似 値 一 で代 替 して い る。 ま た発 展 途

上 諸 国 特 有 の 状 況 と して,シ ク ロ の 運 転 手 や行 商 人 な どの,い わ ゆ る 「都 市 イ ン フ ォ ーマ ル セ ク

タ ー」(*27)の 存 在 が 統 計 値 を著 し く歪 め て い る 危 険 性 が あ る こ と を勘 案 して,同 年GDPの

38.4%を 占 め て い る(*28)と さ れ る サ ー ビス ・セ ク ター は捨 象 した 。)「北 部 山 岳 」,「紅 河 デ ル タ」,

「中 北 部 」 か ら 成 る 旧 北 ベ トナ ム 地 域 の 農 ・工 業 生 産 総 額 は12兆3240億 ド ン(農 業 総 生 産5兆

5430億 ド ン+工 業 総 生 産6兆7810億 ドン,た だ し1US$≒10,994ド ン[1995年 末 時 点]),一 人 当

た りに して335,804ド ンで あ る 。 一 方,厂 中南 部 」,「中 部 高 地 」,「南 東 部 」,「 メ コ ンデ ル タ」 か ら

成 る 旧 南 ベ トナ ム 地 域 の そ れ は26兆7540億 ド ン(農 業 総 生 産8兆9080億 ドン+工 業 総 生 産17兆

8460億 ド ン),一 人 当 た りの 生 産 額 は738,734ド ン で,約2.2倍 の 差 が 見 られ る。 特 に人 口 で は全

体 の 三 分 の一 強(34.3%)を 占め る 「南 東 部 」(ホ ー チ ミ ン市 を含 む)と 「メ コ ンデ ル タ」 地 域 に

は,相 対 的 に 高 い と され る土 地 生 産 性 と,「 北 部 に 比 べ て30年 進 ん で い る」 と さ れ る イ ン フ ラ ス

表7.ベ トナムの 地域別 農 ・工業 生産総 額 と一 人 当た りの生産 額比 較(1995年)

A.人 口

(万人)

B農 業部門生産額

(10億 ドン)

C.工 業生産額

(10億 ドン)

D.農 工業生産総額

(B+C,10億 ドン)

E厂 人当たりの生産額

(D/A,ド ン)

旧 北

ベ トナム

(北部計)

北部山岳 1,257.3 1,570.7 1,611.0 3,181.7 253,058

紅河デルタ 1,428.4 2,659.1 4,054.0 6,713.1 469,973

中北部 984.3 1,313.2 1,ll6.0 2,429.2 246,795

3,670.0 5,543.0 6,781.0 12,324.0 335,804

旧 南

ベ トナ ム

(南部計)

中南部 768.7 1,041.3 1,416.0 2,457.3 319,670

中部高地 314.3 349.6 322.0 671.6 213,681

南東部 932.4 708.1 12,812.0 13,520.1 1,450,032

メ コ ン デ 丿レタ 1,606.2 6,809.0 3,296.0 10,105.0 629,125

3,621.6 8,908.0 17,846.0 26,754.0 738,734

全 国 7,395.9 14,451.0 26,463.0 40,914.0 553,198

(出所)表4掲 載資料より作成

表8.ベ トナム 各地域 の平 均 月収比 較(1993年)
'(単 位

:千 ド ン)

旧 北 ベ ト ナ ム 旧 南 ベ ト ナ ム 全国平均

北部山岳 紅河デルタ うちハノイハイフォン 中北部 中南部 中部高地 南東部 うちホーチミ沛 メコンデルタ

119.0185.85 109.28 163.41 116.58 81.72 109.61 95.85 225.54 315.60 125.54

(出 所)VietnamGeneralStatisticalOffice,StatisticalYearbook1994,Hanoi,1995

よ り 作 成 。
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表9.各 省別 の外 資 の賦存 状況 ※(1996年7月 現在)

(認可 ・実 行額 単位US百 万$,合 計 カ ッコ内 は全体 に対 す る比率 ・%)

北部山岳 紅河 デ ル タ「 中北部

件数 認可額 実行額 件数 認可額 実行額 件数 認可額 実行額

パ ク タ イ

ハ バ ッ ク

ホ ア ビ ン

ラ ン ソ ン

ク ア ンニ ン

.ソン ラ

トウエンクアン

ブ ィ ンフ ー

イエ ンバ イ

7

7

3

4

20

2

1

13

1

50

145

5

3

406

20.5

1

299

2.6

24

60

3

2

162

7

0.5

123

2.6

ハ ノイ

ハ タイ

ハ イフン

ハ イフオン

ナムハ

ニ ンビン

タイ ビン

243

18

18

52

4

4

5

4000

427

472

833

15

75

5

2000

165

199

364

7

35

3

ハ テ ィ ン

ゲ ア ン

ク ア ン ビ ン

ク ア ンチ

タ イ ン ホ ア

トウアンティエ冫=フエ

6

5

2

1

6

6

30

85

2.3

3.2

420

97

12

36

2.3

3.2

137

63

小 計① 58 932.1 3$4」 小 計② 344 5827 2773 小 計③ 26 637.5 253.5

*旧 北 ベ トナム地域合計(①+②+③)428件(29 .2%),認 可額73億9660万US$(37.6%),実 行額34億1060万US$(37 .4%)

メコ ンデル タ 南東部 中南部

件数 認可額 実行額 件数 認可額 実行額 件数 認可額 実行額

ア ンザ ン

ベ ンチ ェ

カ ン トー

ドン'タ ッ プ

キ エ ンザ ン

ロ ン ア ン

ミンハ イ

ソ ク チ ャ ン

テ ィエ ンザン

チ ャ ビ ン

ブ ィ ン ロ ン

6

3

10

6

4

21

7

1

5

3

4

10

4.8

36.6

44

337

157

24

0.78

61

7.3

8

5

3.2

16

6

137

107

20

0.65

27

4.6

6

バリア=ブンタウ

ドンナ イ

ホ ーチ ミ ン

ソ ンベ ー

タ イニ ン

51

163

537

84

14

833

3000

6000

675

179

508

1000

3000

327

74

ビ ンデ イ ン

ビントウアン

カ イ ンホ ア

ニントウアン

フ ー イ エ ン

クアンナム=ダナン

ク ア ン ガ イ

7

9

18

3

6

45

2

30.5

39.6

113

6.3

11

544

5

.11.4

16

67

6

6

237

4.6

小 計⑤ 849 10687 4909

中部高地

件数 認可額 実行額

ダクラク

ザライ

ラム ドン

2

1

27

15

2.3

139

4

2.3

106

小 計④ 70 690.5 332.5 小 計⑥ 30 156.3 112.3 小 計⑦ 90 749.4 348

*旧 南ベ トナム地域 合計(④+⑤+⑥+⑦)1039件(70.8%),認 可額122億8318万US$(62 .4%),実 行 額57億175万US$

(62.6%)

全 ベ トナム維 計:1467件,認 可額196億7989万US$,実 行額91億1235万US$

※注:ベ トナ ム国家協 力 投 資委 員 会発表 値。 ただ し,右 油 ・天 然 ガス 開発 プ ロジ ェ ク ト投資 ,在 外越

人投 資分 を除 く。

(出所)表6掲 載資料 よ り作成 。
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トラクチャーを背景として,農 工業生産総額の過半(57.7%)が 集中 してお り,そ の経済優位性は

歴然である。また,1993年 末時点での各地域間平均月収比較では,ハ ノイ,ハ イフォンを含む紅

河デルタ地域に比 して,南 部両地域のそれが高い。(表8参 照)と りわけホーチ ミン市 の平均月

収は全国平均の3倍 弱であ り,同 市がベ トナムでも突出した 「経済中枢」であることが明らかで

ある。て*29)

次に集積資本の質量,と りわけ経営資源移転に大 きな役割を果たす外資の分布 を見る。近年,

韓国や中国資本などを中心 とした旧北ベ トナム地域工業団地への投資増加にもかかわらず,1996

年7月 時点での進出外資賦存の量的差異 はかなり明瞭である。すなわち,旧 北ベ トナム地域への

外資進出は件数 において29.2%,認 可額で37.6%,実 行額で37.4%(そ の中心である紅河デルタ

地域では,そ れぞれ全体の23.4%,29.6%,30.4%)に 留まっているのに対 して,「 南」のそれは

件数で約7割,認 可額 ・実行額で6割 強(ホ ーチミン市とその周辺からなる東南部では,そ れぞ

れ全体の57.9%,54.3%,53.9%)に 達 している。(表9参 照)前 述の賦存インフラの相対的大 き

さとともに 「南」の外資吸引力の大 きさとして今後注 目されるのは,華 僑華人系資本家,か つて

の旧南ベ トナム時代に南部 ピジンスの主導権を握っていた 「北」からの逃避者,あ るいは統一後

にやって きた技術者や官吏からの転身組 を含めた在野の旺盛な起業家精神の存在である。繊維製

品輸出か ら水力発電工事までを受注するベ トナム最大の私営企業ブイ ・フオン(HuyHoang)社 の

ように,今 日では製衣部門だけで3000人 の従業員 を越す大企業 も南部 を中心に育 ってお り(*30),

経済部門での規制緩和措置が進展する中で,今 では私営部門にも拡大された大規模 な外資合弁事

業は,今 後いっそう南部主導で進む可能性が高い。しかも,メ コンデルタの豊かな生産性 と外資

の集積を背景 に,南 部はいっそうの市場経済化を望んでお り,よ り大きな〃自由裁量 〃を求めて

いる。一例 として,ビ エ ンホワ工業団地(ホ ーチミン市近郊,大 規模な空港がある)を 中心 とし

た省内への外資導入を進める ドンナイ省共産党委員会の計画に見るように,各 省政府の外資規制

緩和策の もとで,「南」では今後 とも外資の呼び込みに積極的な態勢が継続する予定である。(表

10参照)以 上のことからしても,ベ トナム国家の経済的な 「南高北低」傾向は ドイモイの中で容

易に埋 まらず,そ の是正が今後 きわめて困難な課題 となってゆくことが了解できよう。

表10.ド ンナイ 省へ の直接 投資 受 け入れ実 績(1994-95年)お よび 予測(1996-2000年)

年 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

額( :千US$) 46,369 83,636 213,006 219,288 263,762 354,559 420,591

注:ド ン ナ イ省 共 産 党 委 員 会 発 表 値,1996年 以 降 は 予 測 額 。

(出 所)TheSaigonTimes,Aug.24-30,1996,HoChiMinhCity,p.23

言 うまでもなく,「 ドイモイへの適応力差」 とも言 うべ き現象か ら派生する最大の問題 は,南

北ベ トナム間の政治的 ・社会的緊張の拡大である。ただし,ド イモイの継続を前提 とする限 り,

その調整のためにベ トナム政府が採 り得る政策的オプションは限 られている。すなわち,南 部の

私的経済への統制管理強化は萌胚する起業家精神を圧殺するという意味において障害 となるばか

りでなく,市 場経済化 を進める上で不可欠な外資の忌避現象を招 く恐れがある。国際市場へのリ

ンケージを指向する政策展開過程において,市 場外か らの権力的介入は ドイモイそのものに致命

的な打撃を与えることになるのである。むしろ合理的な方策は,先 進諸国や国際機関からの援助
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資金 ・借款を南北経済を有機的に繋 ぐための道路,港 湾,通 信等,脆 弱な産業インフラ(*31)改

善 に重点的に振 り向けるとともに,経 済 ダイナ ミクスを覚醒するために,北 部の市場経済化速度

をよりいっそう早めることであろう。旧北ベ トナム地域に特に多い赤字国有企業の整理およびそ

の民営化,外 資合弁促進のための地域的優遇措置の制定,経 済部門の許認可制度の緩和,政 府機

関の整理統合 による財政赤字の削減(*32),金 融市場の育成,税 制面での民間企業の育成措置な

ど,そ のために着手で きることは数多い。 しか しこうした改革は,「 旧体制」の下で既得権 を享

受 してきた諸々の利害集団 との衝突 を回避 しては,実 施が困難iな課題であることもまた事実なの

である。

4.ド イモイの課題(2)一 〃障壁 〃としての公有企業とその改革 について

いつ,い かなる所でも,改 革には必ず 〃痛み 〃が伴 う。ただし,「 旧体制」下での最大の受益

者が実は改革を進めるべ き主体である共産党ノーメンクラ トゥーラそのものに他ならないという

構造の下では,ベ トナムの場合,こ の教訓は一段 と深刻な問題を含んでいる。 ドイモイが抱 える

最大のジレンマは,ま さにその点にこそ内在するのである。とりわけ,社 会主義イデオロギーの

表11.ベ トナムの製造業企業数推移

年 1985888990939495

公 有 セ クター 3050309230202782203020022010

うち国有

地方有

711681666589522528530

2339241123542193150814741480

民 間 セ クター 242721350909356522390756457525499603524299

うち私営

協同組合

公 ・民合弁

206172318557333337376900449016493046517418

35629320342190113086528716481729

9203181284770322249095152

注:「 協 同組 合 」,「国 家 資本 と外資 を含 む民 間資 本 との 合 弁企 業(公 ・民 合

弁)」は民 間 セ クター に算 入 した。

(出所)表4掲 載 資料 よ り作 成

表12.公 有 ・民 間 セク ター製造 業企 業の労 働生 産性 ※推 移(単 位:千 ドン/人)

年 1985 1990 1991 1992 1993 1994

公 有 セ クター 7858 11726 15052 18620 20838 24012

うち国有

地方有

9339

6302

14688

8215

18175

10722

22571

12911

25262

14277

29014

16585

民 間セ ク ター 1862 1755 18ユ1 1931 2046 na

注:※ 労 働 生 産性 ≒セ ク ター 別実 質総生 産/セ クター別労働 人口 で算 出 。民

間セ クター に は「私 営」,「協 同組 合」,「公 ・民 合弁」を含 む 。

(出所)前 表掲 載 資料 よ り作 成
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下で 「最も先進的な企業形態」 とされてきたにもかかわらず,そ の内実は 「最 も不効率な企業形

態」 と化 している国有 ・地方有企業(以 下,一 括 して 「公有企業」 とする)の 経営改革は,今 後

を占う試金石 として極めて注 目される課題である。

集権的社会主義の下で,公 有企業の位置は特別なものであった。すなわち,そ れらの多 くは基

幹産業 を担う大型企業である。 しかもそれ らは生産主体であると同時に多 くの従業員お よびその

家族 を扶養し,数 々の福利厚生サービスを提供する消費主体 ・"公共施設"で もあ り,か つ国家

にとっての主要な財源で もあった。(*33)ベ トナムにおいても公有企業は経済の管制高地を占め

る 「社会主義建設のエンジン」 として規定 されてきたのである。 ドイモイが始まった1986年 以降,

ベ トナムの公有企業経営は補助金の廃止,独 立採算性へ と移行 してお り,94年 には経営が悪化 し

たものに対 しては破産法が適応されるなどの改革が進んできた。その結果,1990年 には約12000

社あった公有企業数のうち約2000社 が閉鎖,3000余 社が吸収合併され,95年 には約7000へ と整理

1製 業 門 の 公 ・ 間 セ ク タ ー割 合 比 較(1994年 ・%)

(出 所)Cates,LC.,"EnterprlsesReformandVletnam'sTransformatlontoa

Market-OrlentedEconomy,"ISEAS,ASEANEconQmicBulletin,齟Vo1.12,

No.1,July1995,Singapore,pp.34-35
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された。現在ではその数は6000近 くにまで減少 したとされるが,う ち3分 の2は 赤字経営である。
(*34)全公有企業のうち約35%は 中央政府が管轄する国有企業で特 に国防

,農 業省所轄が多い。

特に大規模なものは金融,輸 送,建 設,エ ネルギー,化 学部門に集中している。

このうち ドイモイの展望に大 きな影響を及ぼすと見 られる製造業部門では,1995年 の公有企業

数は2010社,う ち国有企業が530社 である。(表ll参 照)彼 らの労働生産性は85年(ド イモイ開始

以前)に 比べて94年 には約3倍 以上増加 してお り,民 間セクターに比べても圧倒的に大 きい。少

なくとも,こ の10年 間の企業統廃合に一定の成果が見 られたことは事実であろう。(表12参 照)

ただし図1か らも明らかなように,ベ トナムの私営セクターは圧倒的に零細 な個人 ・家族経営に

よって占められてお り,経 営規模に劣る私営セクターとの労働生産性比較が直ちに公有企業の 〃

先進性 〃や経営効率の良好 さを示す指標 とは成 りえない。むしろ,民 間セクターに対する資本生

産性(総 生産額/資 本ス トック,図 ユ中では,セ クター別の生産額割合に対する同資本割合の比

率にほぼ対応する)の 低 さを勘案すれば,公 有企業の労働生産性の大 きさは主 に資本装備率(単

位労働者当た りの資本量=資 本ス トック/労 働者数)の 大 きさによってもたらされた ものであ り,

革新的技術の導入や,よ り高度な人的資源投入などに代表 される全要素生産性(TFP)の 向上 に基

づ くものではないことが推測できる。(*35)実 際,日 本貿易振興会(JETRO)が91年 に実施 した調

査 によれば,冶 金,機 械,金 属加工,縫 製な ど多分野 にわたって民間企業の生産性が国有企業の

それを上回っていることが報告 されてお り,公 有企業の企業経営効率の低迷が依然 として解決 さ

れていないことが浮 き彫 りになっている。(*36)

1994年 当時,2170社(た だし,表11中 の数字に一部の公 ・民合弁企業を含む)あ った公有製造

企業の従業員,資 本金別企業分布 は表13に 見 るとおりである。これまでの ところ,ベ トナム公有

企業の整理統合は競争力の無い,比 較的小規模な地方有企業を対象 として進んできた。すなわち,

1985年 には2339社 あった地方有製造業企業は95年 には1480社 と4割 がた減少 したのに対 して,比

較的規模の大 きい国有製造業企業は4分 の1程 度が削減 されたに過 ぎない。 しか もドイモイ以来,

表向きの補助金給付 こそ廃止 されたものの,国 家の基幹産業を占める公有企業には今なお多 くの

便宜 を国や省政府か ら与えられている。たとえば,土 地賃貸料が割安で,所 用権が簡便に譲渡で

きたり,輸 出割 り当てが優先的に付与され貿易ライセンスも容易に取得できるため,彼 らの私営

部門に対する外資合弁上の優位 は動かない。(*37)あ るいは,金 融機関か らの資金借 り入れの際

の私企業に対する著 しい優i位性(*38)や 準補助金的性質を持つ融資や企業間債務の放置,米 など

戦略的重要物資 に対する貿易の統制 と国有企業 による独占的統轄(*39)な どの問題は依然未解消

の状況である。また,オ ランダ ・アムステルダム大学のゲイッ教授 の調査 によれば,製 造業部門

中の大規模公有企業は北部に多いことが知 られてお り(*40),改 革の最大ターゲ ットであるべ き

北部の大規模重化学国有企業の経営改革:は,今 なお未着手段階に留まっている。

表13.公 有製造業企業の規模別分布(1994年4月)

従業員規模(人) 100未 満100～500501～10001001～30003001～50005001以 上 総 計

企 業 数 8141080161931210 2170

資本規模(百 万 ドン) 500未 満500～10001001～30003001～50005001～1000010001以 上 総 計

企 業 数 560420615207171197 2170

(出所)表8掲 載資料より作成
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この改革 に大 きなリスクが伴 うことは事実であろ う。公有製造業企業 は1994年 で同部 門の

32.5%の 雇用者を抱 えている。90～95年 の平均失業率が14%強 と推計(*41)さ れるベ トナムにあ

って,思 い切った破産整理を断行できない事情がここにある。そうしたリスクを回避するために,

現在ベ トナム政府が進めている公有企業改革は小規模な製造業企業や流通サービス企業について

は民営化 を含む分権的な経済主体への拡散 を進める一方で,大 規模基幹産業企業については党権

力の管理統制の下で企業合同を図 り,競 争力ある国有経営体へと整理統合 してゆくという,い わ

ば 「双方向性戦略」に基づいている。前者は特に南部の地方有企業を中心 に進められてはいるが,

問題はその前提 をなす株式公開制度 と民営化事業の整備が遅々として進んでいないことである。

すなわち民営化事業については大企業を対象 とした最初の実験的試みが1992年 に開始 されたが ,

党内保守派の抵抗 に遭い,当 初7社 が俎上にのぼったにもかかわらず6社 が主轄財務省の対象 リ

ス・トか ら落ち,結 局残 った1社 であるレガメックス(Legamex)社 も,同 社が外資 との提携 を狙っ

て海外投資家への株譲渡を希望 したのに対 して政府はこれを拒否,結 局,こ の民営化へのパイロ

ットプログラムは頓挫 してしまった経緯がある。(*42)ま た,こ れ と並行 して小規模公有企業の

株式譲渡計画(Share-SalesProgramme)も 始められた。当初は21社 の公有企業 を対象 としていた

が,こ の計画 も実際に進んだのは資本金巧0万 ドル以下の小企業3社 にとどまった。 しかも,株

式購入の大半は従業員 によって占められ,そ の資金 も政府ローンと企業内基金が補填 してお り,

新規参入の民間資本がほとんど無い,ク 身内分与 〃ともいうべ き範囲に留 まっている企業が多い

のが現状である。(*43)同 計画のペースダウンの最大の原因は,政 府が株式の30%を 維持 し,経

営主導権を手放そうとしなかったためである。それは実質的には政府が株式の大宗を保有する形

での公民合弁企業化(Share-holdingCompanization)と も言 うべ き計画だったので,地 場資本が

これを忌避 したのであった。さらに,ベ トナムでは1996年 にホーチ ミン市 に最初の株式市場が開

設される予定であったにもかかわらず,現 在 も延期 されたままである。株式公開のベース となる

株式市場自体が未整備の状態では,公 営企業の株式化→株式公開→民間譲渡という筋道は,と う

てい実現 しえない。

一方
,大 規模国有企業を中心に進む企業合同計画は1994年3月 のキエ ット首相(当 時)に よる

「決定91号 」公布以来急 ピッチで進められている
。同計画では,国 家管理の経済主体 として企業

合同をベースとした 「国際競争力ある経営集団」を樹立 し,資 金を調達融資するための自己金融

機関の設置,多 部門間への企業活動多角化,非 国営セクター企業 との垂直的統合推進などの目標

が示 されてお り,金 融 コンッエル ン化への指向性が強 く打 ち出されているのが特徴 である。(*
44)ベ トナム政府高官が国有企業改革のモデルとして韓国の 〃ワンセ

ット型財 閥 クにたびたび言

及 していることは,目 指すべき 厂経営集団」のイメージが70年 代の韓国財閥の経営機構に酷似 し

ているという意味において,あ る程度納得で きるものではある。(*45)ベ トナム政府 としては資

本装備率の増大を通 じて歳入の60%以 上(1994年)を 稼 ぎ出す国有企業の経営体質 を強化 し,財 源

をより強固なものとするとともに,彼 らを輸 出産業の主体 とすることで経常赤字の削減を図ろう

との目論見であろう。ただし,こ うした方向性がベ トナムの市場経済化にとって有効なもの とな

るかは大いに疑問である。財閥の強大な経済力ゆえに国内市場が寡 占化されて しまった韓国にあ

っては,健 全 な市場メカニズムの発展が妨げられたことがわざわい して国内の中小企業が発展せ

ず,有 力なサポーテ ィング ・インダス トリーズの未成熟状況の中で貿易赤字(と りわけ対 日赤

字)が かえって拡大,つ いには経済危機 に陥 った昨今の状況は,そ の一つの反証であろう。また

限界資本収益の逓減を所与とする限り,全 要素生産性の向上無 き資本装備率の増大が生産効率の
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低下を招聘することは明らかであり(*46),単 に 「企業規模が大 きくなれば競争力が育つ」 とす

る考えは誤謬である。

ベ トナムの企業合同プログラムの最大の問題点は,実 はそれによって私営セクターが圧迫され,

民間の起業家精神が阻害されることである。特 にその最大の被害者が零細 な家族 ・小人数経営企

業であろう。1994年 現在,そ うした零細企業は製造業数で全体の97.6%を 占め,製 造業人口の

55.1%を 雇用 している。(図1参 照)そ の活動中心はホーチ ミン市で,91年 には同市全生産の44%

(うち製造業では51%,貿 易では70%と 推計)は 彼 らが担っていたとされる。(*47)そ の特徴は従

業員20～30人 と小規模である他にも,公 有企業の独占的市場である大規模重工業部門への参入は

著 しく困難であるがために,消 費財生産に特化 されていること,国 内市場への依存が強いが規模

が零細なため,ご く限られたなマーケ ットの中で厳 しい競合に晒 されていることなどが挙げられ

る。市場経済化を進めるためにはこうした零細企業 を含む民間セクター企業への資金支援が不可

欠であるが,国 営銀行融資の86%は 公有企業向け(う ちユ/3は 不良債権化 していると言われる

…)で あり,民 間企業のファイナ ンス活動は著 しいハ ンデ ィを背負っている。(*48)ま た1990年

までは大規模な外資合弁事業は公有企業に限 られていたために,民 間企業への技術移転が困難で

あった り,会 社法などビジネス関連法規が欠如 しているために自由競争のできる市場環境が充分

育っていないなどの難点もある。もっ とも劣勢な経営環境下にあっても,ベ トナムの民間企業の

中には従業員1000人,資 本金2万 ドル以上 という大企業 も育 って きている。(*49)彼 らは輸出業

種に適応 されている税制上の優遇措置(吝50)を得るべ く輸 出指向性 を強め,軽 工業品 を中心 とし

た経済主体へ と成長しつつあるが,政 府の企業合同プログラムはこの トレンドを圧殺する危険性

を多分 に持 っている。

これまでの ところ,ド イモイは既得権益 との衝突 を回避する部分での規制緩和 による外資導入

によって不足資金 をファイナンスする という,い わば 〃安上が り〃な形での市場経済化を進め,
一定の経済発展成果をおさめてきた

。 しか し外資導入に関する同様の試みは中国や南アジアで も

行なわれてお り,市 場規模を比較 した場合,ベ トナムが彼 らに対抗 しうる魅力ある投資市場 を作

り出すためには,今 後は 〃痛み 〃をともなうことは避 けられない。すなわち外資への大いなる誘

引条件 を組み立てるうえでも,公 有企業に付随する多 くの特権を剥 ぎ採 り,そ の民営化を推 し進

めて行 くこと,そ して民間セクターを含む企業が自由競争できるような市場環境 を整え,起 業家

精神を覚醒せ しめる金融システム,法 体系を早期 に確立することは欠かせない条件なのである。

農村 ・都市間,南 北間の所得格差を是正 し,今 後年間100万 以上増えてゆ くと見積 もられる新規

労働人口の雇用 を確保するためにも,私 営セクターのダイナ ミックな発展は不可欠である。 ドイ

モイの ク障壁 〃として立ち塞がる公有企業の改革は,そ の行方自体が ドイモイの帰趨 を左右する

重要問題なのである。

5.ド イモ イの課 題(3)一ASEAN加 盟 の衝 撃

1995年7月 のベ トナムのASEAN加 盟は東南 アジア新時代 を画す る一大イベン トであった。イ

ンドシナ地域の安定にともなう 「戦場か ら市場への移行」は,商 品や資本のより広域な移動の可

能性 を開 き,ASEAN経 済のフロンティアを拡大 した。97年 にはラオス,ミ ャンマーの加盟が実

現 し,今 世紀 末には人口5億 の,東 南 アジア全体を包含する 「拡大ASEAN」 とい う広域市:場が

出現する流れはほぼ確実となった。

ベ トナムのASEAN加 盟は中国への政治的対抗に根差 したものだとの意見 もあるものの(*51),
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表14.ベ トナム の対外 貿易 シ ェア ※の 推移

(1986～94年,主 要 国の み)[上 段 … べ'トナムか らの輸 出,下 段 … 同輸 入 ・%]

相手国/年 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994

ASEAN5 8.1 6.7 6.1 6.1 13.5 24.7 21.6 17.5 19.6

2.2 1.9 1.8 1.8 19.2 34.4 36.9 32.4 27.0

タイ 0.01 0.02 0.12 0.78 2.2 2.8 2.8 2.4 2.4

0.001 0.006 0.14 0.09 0.62 0.61 1.6 2.5 3.9

マ レー シ ア 一 一 0.04 0.13 0.21 0.69 2.7 1.9 1.6

0.009 0.02 0.Ol 0.04 0.03 0.27 1.4 0.63 1.1

フ ィ リ ピ ン 一 一 一 一 2.4 0.03 0.04 0.04 0.09

0.001 一 一 一 0.13 0.45 0.02 0.05 0.26

イ ン ドネシア 0.03 0.01 0.07 1.6 0.61 0.79 0.42 0.76 0.87

0.77 0.95 0.39 ,0.02 0.36 2.1 1.6 2.2 2.0

シ ンガポー ル 8.1 6.7 5.9 3.6 8.1 20.4 15.6 12.7 14.6

1.4 0.97 1.3 1.6 18.1 30.9 32.3 27.0 19.7

ラ オス 0.54 0.50 0.39 0.14 0.67 0.17 0.62 0.48 0.52

0.16 0.12 0.12 0.11 0.14 0.14 0.30 1.1 1.8

カ ンボジ ア 0.34 0.42 0.53 0.56 0.38 0.30 0.25 3.2 1.9

0.16 0.13 0.13
「0

.18 0.28 Q.22 0.26 0.19 0.30

NIES3 8.4 6.3 7.0 5.6 12.4 16.0 14.0 13.8 12.4

2.1 1.4 1.3 4.7 1016 17.3 16.8 21.6 24」7

韓国 2.6 0.46 0.68 1.3 1.1 2.5 3.6 3.3 2.1

0.29 0.28' 0.16 0.61 1.9 6.5 8.3 12.3 12.4

台湾 一 一 0 0.23 1.2 2.8 2.6 4.8 5.4

一
} 一 0.05 1.5 2.5 2.9 5.6 6.8

香港 5.8 5.8 6.3 4.1 10.1 10.7 7.8 5.7 4.9

L8 1.4 1.1 4.0 7.2 8.3 5.6 3.7 5.5

中 国 一 一 一 0.02 0.32 0.92 3.7 4.5 7.3

一 一 一
}

.0.17 0.79 1.3 2.2 3.6

日 本 4.3 6.0 5.8 13.4 14.2 34.5 32.3 31.4 29.5

5.6 4.2 5.0 4.1 6.2 6.7 9.4 ll.5 10.1

米 国 一 一 一 一 0 0 0.004 0.001 2.3

0.03 0.01 0.08 一 0.02 0.05 0.08 0.1 0.8

世界全体 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .100.0

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

※ベ トナム の特定 国へ の輸 出(特 定 国か らの輸 入)額/世 界 全体 へ の総輸 出(総 輸入)額 で算 出。

(出所)表4掲 載資 料 お よびIMF,DirectionofTradeStatlsticsよ り作 成
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その最大の理由はやは りドイモイの推進に関わるものであろう。すなわち,ベ トナムは ドイモイ

の継続的発展のためにも国内 リソース ・バランスを埋める海外資本を渇望 してお り,ASEANフ
レームへの参画はそのアクセスをより容易なものとする効果を同国にもたらす。 また輸出指向工

業化路線に不可欠な海外販路を求めるためにも,ASEANを 含む環太平洋経済へのより強固なイ

ンテグレー トは火急の課題 となっていた。表14は ,ド イモイ開始以降のベ トナムの対外貿易相手

国別シェアを時系列で示 したものである。他のASEAN諸 国 との通商関係 は,特 に1990年 代 に入

って顕著な進展を見せてきた。すなわち,ド イモイ開始年の1986年 には1.2億 ドル(輸 出0.64億

ドル+輸 入0.48億 ドル)に 過 ぎなかった対ASEAN5力 国 との貿易は,シ ンガポールを中心 とし

た拡大の結果,94年 には23.6億 ドル(同7.9億 ドル+同15 .7億 ドル)と 概ね20倍 に拡大 し,貿 易

シェアも輸 出で約20%,輸 入で27%と 大 きなウエイ トを占め るまでになった。(表14中 では
「ASEAN5」 として表示

。)も っとも,経 済成長のペースは速いものの,発 展途上諸国の経済組織

体 としてのASEANに あっては域内貿易依存度が依然 として低 く(*52),域 内市場規模 も,例 えば

先進諸国の経済統合体である欧州連合(EU)な どとは比べ ものにならない くらいに小さい。(*53)

それゆえに,ASEANは1980年 代中葉から規制緩和 と関税引き下げを軸 にした経済外向化を進め,
一方的自由化 ,参 入の無差別性,非 排他性などを理想とする,い わゆる 「開かれた地域主義」の

原則の もとに経済発展 を計 らざるを得なかったのだが,そ れはASEAN経 済自体が 日本,米 国,

中国,NIESを 含む より広範な地域経済統合への道 を切 り開 く方向性で もあった。 したがって

ASEANの 一員 としてのベ トナムもまた,求 めるべ き海外市場は単 に東南アジア地域 に限定 され

るのではなく,環 太平洋全体に及ぶべ きものであることは必然であろう。事実,貿 易シェアにお
いてNIESや 日本の比重は対ASEANと 同等か,そ れを上回るほ どであ り,(表14参 照),エ ンバ

ゴー解禁 と国交樹立にともなって,今 後は米国との貿易関係が深化する展望が描けるなど,ベ ト

ナムはASEANへ の参入 を通 じて環太平洋経済へのインテグレーションを図ってゆくことが可能

である。さらに先 に検討 したように,ド イモイ政策自体がASEAN諸 国の経済発展プロセスを基

本的に踏襲 したものであるかぎり,1980年 代後期から90年代初頭にASEANが 持っていた経済発

展のダイナミクスを自国にも波及 させたいと願 うベ トナムの対応は,極 めて合理的なものと言え

よう。

しか し,こ の事は同時にASEANが 掲 げた国際的公約 と発展戦略に,ベ トナム自身が従わなけ

ればならないことを意味する。たとえば,ASEANへ の加盟によってベ トナムは地域的関税一括

引 き下げによる自由貿易地域をめざすアセアン自由貿易地域(AFTA)ス キームを受け入れ(1996

年1月 発効),2006年 までに一般製造業品目関税を5%以 内に,農 産物 を含む全品目の関税引き

下げを2010年 までに完了するすることを公約 している。(*54)拡 大ASEANは ベ トナムをAFTAに

組み入れ るこ とによって外資導入の容易化 という便宜 を提供 したが,ベ トナムにとっては,

AFTAへ の参加 によって貿易 ・投資自由化への猶予期間はご く限られたものとなってしまった。

またベ トナムは95年2月 には世界貿易機 関(WTO)へ の加盟 も申請してお り,多 国間主義に基づ

く自由貿易体制の是認への方向性 を明確にしている。今後,ベ トナムは貿易や外為政策の自由化,
マーケ ット・アクセスや投資に関わる規制緩和などを断行 しなければならない。その意味で官僚

的統制や公有企業への保護措置など,経 済自由化 を阻む旧体制の残存物の払拭 は待ったなしであ

り,ド イモイのテンポアップは焦眉の問題 となっている。

ただ し,進 路 に立ち塞がる壁は依然 として厚いものがある。国際的には特に対中,対 米関係が

重要であろう。す なわち,前 者 とは海軍力増強や西沙 ・南沙諸島領有権をめ ぐっての微妙 な関
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係(*55)の 他 にも,ポ ス ト香港返還の緊急課題である内陸蔀での経済開発を巡 って,外 資の牽引

を競 うあう関係がいっそう明瞭 となるがゆえに,た とえば両国間での貿易インバランスの拡大や,

華南地域での一方的外資優遇措置 とベ トナム北部の外資導入政策の齟齬が政治的緊張 につながる

可能性 を否定できない。ベ トナム側の発表値にしたがえば,1994年 現在の中越貿易は総額で約

4.4億 ドル(ベ トナム側の出超約1.5億 ドル)と 限定的な規模に過 ぎないが(*56),華 南地域の産

業構造高度化 と,ベ トナムが労働集約的製造業種 に比較優位 を持ち輸出産業化が促進 されること

が もたらす両国貿易の拡大は,両 者の相互依存の度合いを深める一方で,両 国の一方が市場経済

化に遅れをとった場合は,貿 易インバランスの問題が浮上することが懸念 される。 また外資導入

を巡る駆け引 きは,市 場規模に劣るベ トナムがいっそ うの優遇措置を提示することによって 〃受

け入れ競争 〃をますます熾烈なものとする可能性が強い。 もちろん,そ れは両国での 「開放政

策」の速度 と密度差にもかかわってお り,改 革の進展に伴 う価値観の多様化,社 会的多元主義の

萌胚 と共産党による一元的支配 との矛盾を,い かに止揚できるかにもかかわっている。

また米国 との関係においては,今 後は資源開発 などの大規模プロジェクトやハイテク産業誘致

のためにも友好的関係の維持が不可欠であ る「方で,ベ トナムはASEANの 一員 として 「開かれ

た地域主義」 に立脚 し,ア ジア太平洋経済協力会議(APEC)へ の早期加盟を果たす ことで,北 米

貿易 自由協定(NAFTA)を 背景とした米国の相互主義的アジア通商政策 と拮抗 し,北 米市場への

参入 を強めなければない。ここでもまた,ド イモイは加速 を強いられることになる。それは,国

内の起業家精神を覚醒 させる貿易 ・資本自由化 と企業改革 を前提にして初めて可能だか らである。

さらに言えば,そ うした改革の方向性 として無視で きないのが在越華僑華人資本 との関わりかた

であろう。有力な起業家精神の,少 なくとも一つはここに存在するのであ り,経 済自由化 と対外

開放 をキーワー ドとする限 り,ベ トナム共産党は彼 らの経済活動に大いなる敬意 を払 わなければ

ならない。少なくともASEAN加 盟によって,共 産党が 「ベ トナム版ブミプ トラ政策」(*57)を 展

開できる余地は狭まったと見るべ きであろう。

ベ トナムが国内外の資本動員 を加速 し,ASEANへ のコミッ トメントをより強化 したい と願 う

ならば,彼 らは改革を前進させ る他はない。ベ トナムはASEAN加 盟をいわば 「担保」 として,

ドイモイへの国際的信頼性 を勝ち取ろうとした。そ して,ASEANは ベ トナムを自己 フレームに

取 り込むことによってその継続を保障 し,後 戻 りの出来ない地点にまで誘導する 「ドイモイの連

帯保証人」 としての役割 を担うことになった。そうであるかぎり,ド イモイの後退 もしくは失敗

は 「担保」価値の喪失を意味するにとどまらず,「拡大 と深化」を目指すASEANの 成長戦略 自体

をも危機に陥れて しまう危険1生とも隣iり合わせになっている。ベ トナムのASEAN加 盟が もたら

す衝撃 は,ベ トナムにとってのみならず,ASEAN自 体 にもまた大 きなものなのである。

おわ りに一若干の展望

1995年 現在,ベ トナムの人口は約7400万 人,う ち生産年齢人ロは約4千 万人 と見積 もられる。

同年の成人識字率が94%(*58)と い う,発 展途上諸国にあっては群を抜 く数字 と,長 年 にわたる

抗仏 ・抗米戦争を勝ち抜いてきた組織力が物語るように,こ の国には優秀な技能労働力が育つ余

地が残 されてお り,経 済発展ポテンシャルはきわめて大 きいと言える。 しかも,ASEAN加 盟通

じてベ トナムは 「成長センター」たる環太平洋経済 とのリンケージをより強化することに成功 し

た。10年 を経た ドイモイを取 り巻 く環境は,基 本的には明るい ものであると断言できよ う。

しか しこれまで検討 してきたように,ド イモイは様々な課題 と矛盾 をも内包 している。例えば,
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整わぬインフラ問題。それは道路や港湾施設などのハー ド・インフラの側面だけでな く,金 融や

企業活動にかんする経済関係法体系の未確立,弁 護士や会計士の不足,場 当たり的な猫の目行政

や官僚主義や汚職などを含むソフ ト・インフラの不足や欠陥をも意味 している。市場メカニズム

を保障 し,拡 大する基盤は依然として脆弱である。また,競 争原理が働 きに くい,し たがって民

間の起業家精神が育ちにくい既存産業構造の問題は,現 在の国有セクター改革の方向性では解消

できるとは思われない。すなわち,現 在のベ トナム大規模公有企業の改革再編 は韓国型ワンセッ

ト財閥を範にとった合同企業(GeneralCorporation)化 を指向し,統 合による経営効率の改善 と輸

出競争力の育成 を目指 しているのだが,も ともと韓国の財 閥が政府ガイ ドラインと強力な財政支

援の下で成長を遂げたとはいえ,民 間の起業家精神に依拠 して国際競争にある程度耐えうる経営

体力を作 り上げたのに対 して,ベ トナムでの公有企業改革はむしろ民間の起業家精神の覚醒 を圧

迫 し,よ り強固な独 占的産業 ・市場構造を生み出すだけにもなりかねない。また外資との合弁事

業についても,公 有セクターが依然として政策的に作 られた税制,融 資,担 保面などでの優遇 を

保障 されているかぎり,外 資の多 くは高い関税に守 られる輸入代替産業へと流れ,結 果的に輸出

指向工業化 にとっての障害 となる 「保護主義の支持者」 となってしまう危険1生もある。1996年 現

在,先 の独占的合同企業は電力,コ ーヒー,米,衣 料等の分野におよぶ19単 位が形成 されている

が(*59),企 業規模の巨大化のみで生産性の上昇を図ろうとする試みが挫折す るだろうことは第

4章 で検討 した とお りである。戦後,開 発途上諸国において国有セクターに工業化の大 きな基礎

をおいた工業 開発戦略が ことごとく破綻 したの は今日では広 く知 られた事実である。(*60)そ こ

で問題となったのは,競 争原理の働かない産業構造が市場メカニズムの成長 に与える不健全 な影

響への懸念であった。韓国の昨今のリセッションがいみ じくも物語るように,独 占は国内企業の

全般的な経営効率改善インセンティブを生み出しに くいのである。ベ トナム政府は1997年 に 「反

トラス ト法」 を国会に提出 し,民 営化計画 を推進する予定 と言われている。(*61)し か し,市 場

経済化 ・外向経済化に対応できる経営管理能力が充分 に育っておらず,明 確な市場ルールが未成

熟の状況での企業経営効率の改善 は,困 難な トライアルと言 う他はないのである。

そして ドイモイにとっての何 よりの問題は,改 革の将来像が共産党の国家管理 ・社会支配のあ

り方に密接 に絡んでいるという点であろう。1996年7月 に開かれた第8回 共産党大会において選

出 された党政治局員の18名 のうち,市 場経済化改革の加速 を唱える〃改革派 〃はキエ ット首相

(当時)ら4人 と少数にとどまったのに対 して,軍 ・治安警察関係者が6人 を占めた。党大会直

前の討議過程で削除された とは言え,綱 領 ドラフ トに 「公有セクターの生産比率を60%に まで高

める」 との文面が盛 られていたという事実が示すように,彼 らの力は依然として限定的な範囲に

留 まっている。(*62)(な お,こ の党内保革バランスはチャン・ドク・ルオン新国家主席(大 統領),

ファン・バ ン・カイ新首相 に交替 した97年9月 現在で も大 きくは変わっていない。 筆者追記)

また彼 ら〃改革派 〃といえども,党 の一党支配体制を継続することに異議 をはさむものではなく,

現在のベ トナム共産党には ドイモイの進展 により潜在的に力 を増すに違いない政治的多元化要求

に耳を傾ける余地は残されていない。(*63)「 権力は腐敗する,絶 対的権力 は絶対的に腐敗す る」

とのアク トン卿の言葉が今 日も有効性 を持 ちえるとするならば,彗 トナム社会に今蔓延 している

官僚的腐敗,汚 職は本質的意味での体制の革新無 くして,「統御することこと能わざるもの」の

類に属するものではないか。当然のことなが ら,こ うした政治構造的問題に外資は敏感に反応す

る。1996年7月 現在の実行額 ・認可額比率が42.9%と いう,ベ トナムの外資認可額と実際の投下

額 との間に横たわる大 きな乖離は,潜 在的には大 きな魅力をもった同国の投資環境が,政 治的障
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害によっていかに阻害 されているかを如実に物語るものであろう。そ して投資市場 としての魅力

をいかに増すかに ドイモイの将来が律束 されているかぎり,共 産党は教条的な ドグマ と訣別 し,

自分たちの社会的存立を確保するためにも,新 たに到来する多元的社会に適応できる政党へ と自

らを革新 しなければならない。おそらくASEANへ の加盟は,そ うしたモーメントをも創出する

に違いないが,ベ トナム共産党にとって残 された時間はそ う長 くはない。 ドイモイの展望は,ま

さに彼 らの政策的イニシアティブ如何にかかっているのである。

文明論的に見れば,ベ トナムはASEAN加 盟を通 じて,こ の国が千年 にわたって持 っていた
「小中華」 としての歴史的自己規定と訣別 し

,「東南アジアの一員」との新認識 を受容する一歩を

踏み出 したとも言える。市場経済化が もたらした価値観の多様化とともに,こ の意識転換が持つ

意味はけっして小さなものではない。 ドイモイは,今 後の展開次第では地域全体の経済成長を牽

引し,環 太平洋,国 際経済全体の統合促進に貢献するのみならず,経 済離陸を願う他地域発展途

、上諸国に新たな希望の火 を点す,「貧困か らの解放闘争」の指針 ともなりうる可能性 をも秘めて

いるのである。

(了)

1997/5/31脱 稿

(付記)拙 稿は,平 成8～9年 度文教大学国際学部共同研究 「現代東アジア世界の構図と諸改革

の展望」(代 表:土 井泰彦,五 十嵐雅郎国際学部教授)の 成果の一部 として発表するも

のである。本稿完成にあたっては,同 共同研究に参加 された諸先生から適切なご教示を

いただいた。紙面をか りて謝意 を表 したい。
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「修 正 主義 」
,改 革 派か らは 「保 守 主義 」 との批 判 に晒 され て い る こと を述べ る と,ゴ ルバ チ ョフが

「気 にす る ことはな い」 と気 使 った との記録 が残 され て いる
。 当 時の党 内 では必 ず しも ドイモ イ に全
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始 め た り,子 会 社 の 設 立 を す す め る な ど 積 極 的 な 事 業 拡 大 を 図 っ て き た 。1994年 末 に は 公 民 合 弁 企

業 化 の 一 歩 と し て 子 会 社HanelPlastic社 の 株 の 従 業 員 持 株 制 導 入 お よ び 一 般 分 与 を 図 っ た 。 註

(33)掲 載 資 料56お よ び60ペ ー ジ。

(44)竹 内 郁 雄 「企 業 合 同 の再 編 成 と主 管 制 度 の 漸 進 的 廃 止 に つ い て 」,ア ジ ア 経 済研 究 所 刊 『ア ジ ア経

済 』 第47巻4号(1996年4月)12-13ペ ー ジ,18-19ペ ー ジ 参 照 。

(45)註(33)に 同 じ。

(46)コ ブ ・ダ グ ラ ス 型 生 産 関 数,Y=AKαLl一 αを 想 定 す る と,(た だ しY… 生 産 量,A… 全 要 素 生 産 性 の

水 準,K… 資 本 ス トッ ク,L… 労 働 者 数,α … 資 本 分 配 率,た だ し0<α<1)

一 人 あ た りの 所 得(労 働 生 産 性)は
,Y/L=A(K/L)α …(1)

ま た 限 界 資 本 収 益(資 本 の 限 界 生 産 性)は,△Y/△K=αA(L/K)1一 α…(2)で 示 さ れ る 。
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(1)式 中 の 資 本 装 備 率(K/L)が 増 大 した 場 合,(2)式 中 の 労 働 ・資 本 比 率(L/K)は 低 下 す る の で,

(仮 に 全 要 素 生 産 性Aの 上 昇 が 無 い 限 り)資 本 蓄 積 に つ れ て 限 界 資 本 収 益 は 逓 減 す る こ と に な る 。 ベ

トナ ム 公 有 企 業 の よ う な 資 本 規 模 が 私 営 セ ク ター に 比 し て 大 き な企 業 も,単 に 厂大 きい 」 とい う だ

け で は,そ の 生 産 効 率 は改 善 され な い の で あ る 。

(47)Hierbert,oP.cit.P.131

(48)Ibid。P.133

(49)1995年 末 の 時 点 で,ベ トナ ム に は従 業 員1000人 以 上 の民 間 企 業 が 約100社,資 本 金2万 ドル 以 上 の そ

れ が 約1200社 あ る と言 わ れ る 。 註(30)掲 載 資 料 。

(50)国 内 向 け 業 種 に 課 せ ら れ て い る6～10%の 所 得 税 は 輸 出 向 け 業 種 に 限 っ て 免 除 さ れ る 。 さ ら に利 益

税 も(国 内 向 け 生 産 企 業 に は40%)15～20%と 低 率 で あ る 。 註(47)に 同 じ。

(51)た と え ば,次 の 論 文 参 照 。SudoS."JapanandSoutheastAsiainthePost℃ambodianConflictEra,"

ISEAS,ASEANEconomicBulletin,VoLl1,No.1.Julyl994,Singapore,pp。59-69

(52)IMF,DirectionofTradeStatisticsに よ れ ば,1993年 のASEAN5力 国(ブ ル ネ イ を 除 く 当 時 加 盟 国

中)の 域 内 貿 易 依 存 度(ASEAN5力 国 間 輸 出 入/総 輸 出 入)は 輸 出 で18.3%,輸 入 で13.6%と 低 い 。

(53)1994年 に お け るEU加 盟12力 国+オ ー ス ト リ ア,フ ィ ン ラ ン ド,ス エ ー デ ン のGNP総 計(名 目)は

7兆5770億 ドル,人 口3億7千 万 人 に 対 し てASEAN7力 国 の そ れ は5130億 ドル,3億6700万 人 で あ

る 。 通 産 省 『通 商 白書 』 平 成8年 版,70ペ ー ジ。

(54)レ ・バ ン ・チ ェ ッ ト貿 易 相 発 表 。 ベ トナ ム はAFTAに1996年 に加 盟 の た め,関 税 引 き下 げ 期 限 を

ASEAN諸 国 の 共 通 目標 年 次 で あ る2003年 よ り3年 遅 らせ る こ と で 合 意 し て い る 。1995年12月16日 付

「日経 」 紙
。

(55)-中 国 は1992年2月 の 全 国 人 民 代 表 大 会 で 両 諸 島 近 辺 海 域 の 領 海 化 要 求 と領 有 意 志 を確 認 し て い る 。

FrostF,,Vietnam'sForeignRelations,DynamicsofChange,ISEAS,Singapore,1993,p.39

(56)表4掲 載 資 料 に拠 る。

(57)マ レ ー シ ア で 展 開 さ れ て い る マ レー 系 住 民 優 先 の 経 済 社 会 政 策 の こ と。 「ブ ミ プ トラ」 は マ レー 語

で 「土 地 の 子 」 の 意 味 。

(58)WorldBank,WorldDelopmentReport1997。

(59)註(34)に 同 じ。

(60)詳 し くは 以 下 の 文 献 参 照 。 梅 津 和 郎 編 著 『新 開 発 経 済 学 』(晃 洋 書 房 ・ユ993年)。

(61)註(34)に 同 じ。

(62)"SafetyFirst,"FareasternEconomicReview,Julyll,1996,Hongkong,P.15

(63)ド イ モ イ 開 始 時 の グエ ン ・バ ン ・リ ン書 記 長(当 時)の 演 説 は,そ れ を 象 徴 的 に 物 語 る 。1986年 第

6回 党 大 会 に お い て 彼 は 「マ ル ク ス=レ ー ニ ン主 義 の 否 定 を 目 的 と し た ブ ル ジ ョ ワ 自 由 主 義,多 元

主 義,反 対 党 を 認 め る複 数 政 党 主 義 を拒 否 す る 」 と した う え で,「 理 念 的 に も ま た 現 実 問 題 と して も,

民 主 主 義 は1党 か 複 数 政 党 か に よ っ て 左 右 さ れ る もの で は な い 」 と 断 言 し て い る。Hierbertop.cit.

P.190
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